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被
告
は
、
従
前
認
否
を
留
保
し
た
請
求
原
因
の
一
部
に
つ
き
、
本
準
備
書
面
に
お
い
て
、

裁
判
所
の
理
解
に
資
す
る
た
め
に
、

以
下
の
と
お
り
認
否
す
る
。

請
求
の
原
因
第
一
の
こ
の

7
に
つ
い
て

(
平
成
四
年
初
第
二

O
七
五
号
事
件
〉

モう

付
及
び
匂
は
認
め
る
。

。
。
の
う
ち
、
昭
和
二
五
年
(
一
九
五

O
年
〉
三
月
以
降
、
飯
野
サ
ル
ベ
ー
ジ
株
式
会

社
が
浮
島
丸
の
船
体
の
後
半
部
を
引
き
揚
げ
、

そ
の
中
の
一

O
三
住
の
遺
骨
を
回
収
し

た
こ
と
は
認
め
る
が
、

そ
の
余
は
不
知
。

白

制
の
う
ち
、
昭
和
二
九
年
(
一
九
五
四
年
〉

一
月
以
降
、
飯
野
重
工
業
が
船
体
の
第

二
次
の
引
揚
げ
作
業
を
行
い
、

そ
の
と
き
引
き
揚
げ
ら
れ
た
船
体
前
半
部
か
ら
多
数
の

遺
骨
が
引
き
揚
げ
ら
れ
た
こ
と
は
認
め
る
。

制

@
の
う
ち
、
遺
骨
が
昭
和
三

O
年
(
一
九
五
五
年
〉

一
月
一
二
日
呉
地
方
復
員
部
、

昭
和
三
三
年
〈
一
九
五
八
年
〉

に
厚
生
省
引
揚
援
護
局
に
移
さ
れ
、
昭
和
四
六
年
(
一

1 
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そ はー の 九
の な 認 二 約 余 七
結お め月 の は ー
果

、
る つ 不年

、昭 。遺ち 知〉

現和 骨
、 。

在五 を 昭 東、
一 返和 尽

祐 年 還四 都
天( し六 目
寺ー た年 黒
に九 - 区、- r、
預七 と 一 所
託 六 及 九 在
さ 年 び七 の
れ) 現 ー 祐
て- 在年 天
い 0 遺〉 寺
る 月 骨一
遺に が ー 預
骨 も 祐月 託
は さ 天及 さ
一 り 寺ぴ れ一
J¥ ，こ 同 た
0 遺 保 四
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、ー
柱 骨 管九 と
でを さ 年 iま
あ返 れ〈 認、
る 還 て- め。
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